
国立大学法人東京農工大学印章規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則 
 

(定義) 

第2条 本学の法人印は、次の各号のとおり分類する。  

(1) 組織印 本学及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則

第4条から第11条に規定する組織及び施設(以下「組織等」と

いう。)の名称を刻印した法人印で、その種類及び管守責任者

は、別表第1のとおりとする。 

(2) 職印 前号の組織及び施設の長(以下「部局長等」とい

う。)の職名を刻印した法人印で、その種類及び管守責任者

は、別表第2のとおりとする。 

 

別表第1(第2条第1項第1号関係) 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第1(第2条第1項第1号関係) 

 

組織印の種類 管守責任者 

(略) 

東京農工大学環境安全管理センターの印 財務部施設整備課長

(略)  
 

組織印の種類 管守責任者 

(略)  

東京農工大学環境安全管理センターの印 総務部総務課長

(略)  

 

 

別表第2(第2条第1項第2号関係) 

 

別表第2(第2条第1項第2号関係)  

職印の種類 管守責任者 

(略)  

東京農工大学環境安全管理センター長の印財務部施設整備課長

(略)  
 

職印の種類 管守責任者 

(略)  

東京農工大学環境安全管理センター長の印総務部総務課長

(略)  

 

附 則（規程第51号） 

この規程は、平成27年7月1日から施行する。 


